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吉野川市農業委員会総会議事録（７月総会）
（令和４年７月）

１．開催日時 令和４年７月２５日（月）
午後１時３０分から午後時分まで

２．開催場所 吉野川市役所 東館２階 ２２１会議室

３．出席委員 １９人
会 長 ５番 大久保 光 江
会長職務代理者 １２番 真 椙 広 也
副会長 ２番 山 口 博 史

１４番 近 藤 清
委 員

１番 松本 武夫 ３番 野上 功子 ４番 原田 正昭 ６番 藤川 利文

７番 安部 健司 ８番 河野 隆義 ９番 川端 武夫 10番 原 博一

11番 江本 康治 13番 芝高 敏雄 15番 阿部 芳浩 16番 藤本 敏夫

17番 瀬尾 誠悟 18番 大塚 春幸 19番 南薗 惠志

４．欠席委員 （ ２人）

５．農地利用最適化推進委員（出席委員０人）

１区 石田忠春・毛利益三・高野康寛 ２区 岸田正幸・山口泰範

３区 石原幸男・河野敏信 ４区 篠原隆史・梶川晴雄・小原光功

５区 椿本惠庸・杉野利行 ６区 住友武司・山尾雅泰・吉田 健

７区 天野宣正

欠席委員 （１６人） ※新型コロナウイルス感染症対策実施中

６．議事日程
第１ 議事録署名委員の指名
第２ 議第２６号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について
第３ 議第２７号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について
第４ 議第２８号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について
第５ 議第２９号 事業計画変更について

報告事項(１)農地法３条第１項の規定による許可申請の取下げ願い
について

報告事項(２)農地法５条第１項の規定による許可申請の取下げ願い
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について
報告事項(３)農地の転用事実に関する照会について
報告事項(４)農地法第１８条第６項の規定による通知について

７．農業委員会事務局職員
事務局長 岡田佳明
局長補佐 原田裕充
事務主任 森本佑治

８．議事進行

事務局 定刻が参りましたので、ただ今から、令和４年７月 吉野川市農業委
員会総会を開会致します。

本日は、６番藤川委員、１０番原委員から、欠席する旨の連絡がありま
したのでご報告いたします。

本日の出席委員は、１９名中、１７名で、農業委員会等に関する法律第
２７条第３項の定足数に達しておりますので、会議は成立しておりますこ
とをご報告いたします。
なお、農地利用最適化推進委員におかれましては、新型コロナウイル

ス感染症対策により、令和４年９月総会までの間、感染予防の観点から、
出席をご遠慮頂いております。

それでは、吉野川市農業委員会総会会議規則により、議長は会長が
務めることとなっておりますので、以降の議事の進行は、大久保会長にお
願い致します。

会 長 (会長挨拶）

議 長 まず最初に、吉野川市農業委員会総会会議規則第１３条第２項に規定
する議事録署名委員の選任ですが、議長の私から指名させていただくこ
とにご異議はございませんか。

（異議なしとの声）

議 長 異議なしということでございますので、１７番、瀬尾委員、１８番、大塚委
員に、議事録署名をお願い致します。

議 長 本日の定例会に出ております議案は、
議第２６号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について １件
議第２７号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について １件
議第２８号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について ８件
議第２９号 事業計画変更について １件
報告事項(１)農地法３条第１項の規定による許可申請の取下げ願い

について
報告事項(２)農地法５条第１項の規定による許可申請の取下げ願い
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について
報告事項(３)農地の転用事実に関する照会について
報告事項(４)農地法第１８条第６項の規定による通知について
でございます。

議案の審議については、慎重審議で、スムーズに議事進行が出来ま
すよう、ご協力をお願い致します。
なお、本総会は、３条、４条及び５条については、議事運営協議のとお

り、各委員担当案件ごとに、一括審議を行います。特段の意見がある、議
案番号のみの、意見の発言にとどめてください。よろしくお願い致します。

それでは、議第２６号、農地法第３条第１項の規定による許可申請につ
いてを議題と致します。この議案につきましては会長許可でございます。

議 長 まず最初に、議第２６号１番の、使用貸借権の設定についてでございま
す。それでは、事務局の説明を求めます。

事務局 議案書の１頁をご覧ください。１番でございます。３筆ございます。
位置図については、資料１です。
申請地の所在は、鴨島町飯尾字堀り２３３番１ 他２筆、地目は、台

帳、田又は畑、現況、田又は畑、３筆の合計面積は、２，７２８㎡です。貸
し人は、県外で生活しており耕作することができませんので、近隣の専業
農家である借り人と使用貸借権の設定で、耕作してもらうことで話がまと
まったようでございます。借り人は、自作地８，３９５㎡、借入地１０，１８５
㎡で、主に米、ブロッコリーを栽培しており、申請地では、米を増反する予
定のようです。
農地法第３条第２項各号には該当しないため、農地の権利移動の許可

要件を満たしていると考えます。その他、必要関係書類は添付されており
ます。ご審議の程、よろしくお願い致します。

議 長 ただ今の説明に関連して、担当委員であります、８番、河野委員の方
から、現地調査の結果ならびに補足説明をお願いします。

８番 ８番、河野です。いま、事務局から説明があったとおりでございますが、
補足説明をさせていただきます。貸し人にお話を伺いまして、状況的に何
も問題はないと思います。ご審議の程、よろしくお願い致します。

議 長 ただ今、事務局並びに担当委員より補足説明がございました、議第２６
号１番の、使用貸借権の設定につきましては、耕作状況についても、許
可基準を全て満たしており、問題ないということでございます。委員の皆さ
ん、ご質問、ご意見ございませんか。

（質疑なしとの声）

議 長 質疑がないようでございますので、それでは採決を致します。議第２６
号１番について許可することに、ご異議ございませんか。
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（異議なしとの声）

議 長 異議なしということでございますので、議第２６号１番につきましては、
許可することに決定いたしました。

議 長 次に、議第２７号、農地法第４条第１項の規定による許可について、でござい
ます。この議案につきましては会長許可でございます。
それでは、１番の、営農型太陽光発電施設建設のための一時転用申請でご
ざいます。本件は、徳島県農業会への諮問案件でございます。事務局の
説明を求めます。

事務局 ２頁をご覧ください。１番でございます。２筆ございます。
位置図については、資料２です。
申請地の所在は、山川町八幡９５番及び山川町三島２２７番、地目は、

台帳、田、現況、田又は畑、２筆の合計面積は１，６７０㎡の内、支柱部分
の面積０．９１㎡でございます。農用地区分は、農用地区域内農地の、第
１種農地でございます。
計画概要は、申請人は、電気設備会社を経営する傍ら営農もしており

ます。営農型太陽光発電施設下部での営農実績としは、サカキ栽培で１
カ所、レンゲ栽培で１カ所、計２カ所の経験がございます。サカキについて
は、度重なる風水害及び獣害により計画どおりの収穫量を上げることが
できていませんが、農業委員及びＪＡ麻植郡による営農指導に従い、約１
５０本程度の苗木の植え替えを行い、育生中でございます。レンゲにつき
ましては、計画収量１０ a 当たり４００㎏中約４５０㎏以上の収穫を上げて
おり、本申請では、実績が担保されているレンゲの作付けを予定していま
す。作付面積は、パネル下部面積１，００２㎡で、収穫高は４００㎏以上の
計画でございます。事務局として、レンゲの作付けということで、徳島県及
び徳島県農業会議に、現在の指導要綱上の解釈を問い合わせた結果、
レンゲを地力増進作物として敷き込むのであれば問題があるが、飼料作
物として販売するのであれば、今のところ問題はないという回答でござい
ました。
太陽光発電施設の建設については、太陽光パネル５９６枚、パワコン８

台、発電出力７９．２㎾程度を設け、四国電力へ売電する計画です。パネ
ル高については、最下部高２０６ｃｍ以上を確保しています。事業費は、
自己資金１，６３０万円を予定しています。
土地の造成については、営農型太陽光発電施設建設でございますの

でありません。
排水については、雨水のみで、地下浸透させる計画であり、周辺農地

への影響は現状と変わらないものと思われます。
その他関係書類は添付されており、当該申請につきましては、許可や

むを得ないと思われます。ご審議の程よろしくお願い致します。

議 長 ただ今の説明に関連して、９番、川端委員の方から、現地調査の結果
ならびに補足説明をお願いします。

９番 ９番、川端でございます。事務局から説明があったとおりでございます
が、補足説明をさせていただきます。先日会長他と共に現地調査を致し
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ました。申請者は、他の農地でもレンゲを栽培しており、８割以上の収穫
を上げており、この度の申請地でもレンゲを栽培するようなので、経験も
あり、他の農地への影響もないと思いますので問題はないと思います。ご
審議の程よろしくお願い致します。

議 長 ただ今、事務局並びに担当委員より補足説明がございました、議第２７
号１番の、営農型太陽光発電施設建設のための一時転用申請につきまし
て、委員の皆さん、ご質問、ご意見ございませんか。

（質疑なしとの声）

議 長 質疑がないようでございますので、それでは採決を致します。議第２７
号１番について許可することに、ご異議ございませんか。

（異議なしとの声）

議 長 異議なしということでございますので、議第２７号１番につきましては許
可することに決定いたしました。本件は、徳島県農業会議へ諮問致しま
す。

議 長 次に、議第２８号、農地法第５条第１項の規定による許可申請について
でございます。この議案につきましては、会長許可でございます。

議 長 それでは１番の、売買による貸し資材置き場のための転用申請でござ
います。事務局の説明を求めます。

事務局 議案書の３頁をご覧ください。１番でございます。位置図については、
資料３です。
申請地の所在は、鴨島町上浦字王子檀１２８０番１、地目は、台帳、現

況共に、畑、面積は３４８㎡でございます。農用地区分は、農用地区域外
農地の、第２種農地でございます。
計画概要は、譲受人は、平成１９年から解体業を営んでおり、譲渡人

が管理に苦慮していた、会社事務所隣地の申請地を売買し、会社へ資材
置き場の拡張として貸与することで話がまとまったようでございます。事
業費は、土羽止め及び既設擁壁等があるため０円でございます。
土地の造成については、整地の上、砕石を敷き仕上げます。民民境界

には、土羽止め及び既設擁壁があり、土砂等の流出はありません。
排水については、雨水のみで、地下浸透させる計画であり、周辺農地

への影響は現状と変わらないものと思われます。
その他関係書類は添付されており、当該申請につきましては、許可や

むを得ないと思われます。ご審議の程よろしくお願い致します。

議 長 ただ今の説明に関連して、３番、野上委員の方から、現地調査の結果
ならびに補足説明をお願いします。

３番 ３番、野上でございます。事務局から説明があったとおりでございます
が、補足説明をさせていただきます。譲渡人は高齢になり、耕作をしてい
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ません。隣地で事業をしている譲受人との話がまとまったようでございま
す。山の裾野で、周辺に農地もありませんので問題はないと思います。ご
審議の程よろしくお願い致します。

議 長 ただ今、事務局並びに担当委員より補足説明がございました、議第２８
号１番の、売買による貸し資材置き場のための転用申請につきまして、委
員の皆さん、ご質問、ご意見ございませんか。

（質疑なしとの声）

議 長 質疑がないようでございますので、それでは採決を致します。議第２８
号１番について許可することに、ご異議ございませんか。

（異議なしとの声）

議 長 異議なしということでございますので、議第２８号１番につきましては許
可することに決定いたしました。

議 長 続きまして２番の、賃貸借権の設定による店舗のための転用申請でご
ざいます。事務局の説明を求めます。

事務局 ２番でございます。位置図については、資料４です。
申請地の所在は、鴨島町内原字西張４６７番１、地目は、台帳、現況共

に畑、面積は１，０００㎡でございます。農用地区分は、農用地区域外農
地の、第２農地でございます。併せて利用する土地、鴨島町内原字西張
４６７番５、４６７番６ 他５筆，７筆の合計面積３，７３２．９３㎡、地目、宅
地等がございます。国道１９２号線沿いの間口部分でございます。
貸し人は、農業を縮小しており、店舗計画面積を増設したい借り人との

間で、話がまとまったようでございます。
計画概要は、新店舗は申請地及び南の土地、西張４６７番７、西張４６

７番８に主に建設されるため、申請地の北及び西の境界部には、幅２０ｃ
ｍの新設Ｌ型擁壁１．５ｍ高を建設し、土砂等の流出を防ぎます。さらに、
表土をすき取り、山土と砕石で１ｍ程度盛土し、現在の間口高になるよう
仕上げる計画です。基礎部以外の残地部分は、砕石で高さ調整を行い、
アスファルト舗装で仕上げます。民民境界は、既設擁壁及び新設Ｌ型擁
壁があるため、土砂等の流出はありません。店舗等は、鉄骨平屋建て、
建築面積１，５１５．５１㎡です。事業費は、自己資金１億２千万円を予定
しています。給排水等については、市上下水道を使用します。
雨水については、既設 U 型側溝及び新設 U 型側溝を設置し、敷地内

切り替え桝及び新設集水桝の設置により、麻名用水へ排水する予定で
す。麻名用水土地改良区から承諾は得ていますので、排水計画において
は、周辺農地への影響は現状と変わらないものと思われます。その他関
係書類は添付されており、当該申請につきましては、許可やむを得ないと
思われます。ご審議の程よろしくお願いします。

議 長 ただ今の説明に関連して、１８番、大塚委員の方から、現地調査の結
果ならびに補足説明をお願いします。
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１８番 １８番、大塚でございます。事務局から説明があったとおりでございま
すが、補足説明をさせていただきます。この申請地のあたりは、旧の役場
から東にかけて、浸水地域でございます。流末は、麻名用水に流れ込む
という地域です。埋め立てを１ｍ以上するようですが、雨水排水について
は、麻名用水に承諾をいただいており、周辺排水については、現在は下
水道の雨水幹線が出来ていますので、水の引きもはやく、隣地は全て貸
し人の農地でございますので、何も問題はないと思います。ご審議の程よ
ろしくお願い致します。

議 長 ただ今、事務局並びに担当委員より補足説明がございました、議第２８
号２番の、賃貸借権の設定による店舗のための転用申請につきまして、
委員の皆さん、ご質問、ご意見ございませんか。

（質疑なしとの声）

議 長 質疑がないようでございますので、それでは採決を致します。議第２８
号２番について許可することに、ご異議ございませんか。

（異議なしとの声）

議 長 異議なしということでございますので、議第２８号２番につきましては許
可することに決定いたしました。

議 長 続きまして３番の、売買による太陽光発電施設建設、４番の、賃貸借権
の設定による太陽光発電施設建設及び議第２９号１番の、事業計画変更
のための転用申請でございます。関連していますので、一括審議を行い
ます。事務局の説明を求めます。

事務局 ３番でございます。２筆ございます。位置図については、資料５です。
申請地の所在は、鴨島町山路字岡原１７０３番１及び１７０５番１、地目

は、台帳、現況共に畑、２筆の合計面積は１，５８０㎡でございます。農用
地区分は、農用地区域外農地の、第２種農地でございます。
４番でございます。位置図については、資料５です。
申請地の所在は、鴨島町山路字阿葉谷２２６４番１、地目は、台帳、現

況共に畑、面積は１，６０４㎡でございます。農用地区分は、農用地区域
外農地の、第２種農地でございます。
５頁をご覧ください。１番でございます。位置図については、資料５で

す。
申請地の所在は、鴨島町山路字阿葉谷２２６４番１、地目は、台帳、現

況共に畑、面積は１，６０４㎡でございます。
本申請地は、令和２年１１月２日付けで切り枝処分場・チップ保管場所

として、農地法５条許可を与え、現在までそのように使用されております。
使用状況においては、事務局、担当委員が確認を行っています。この土
地を、議第２８号４番の太陽光発電設備建設用地として、事業計画変更
するものでございます。
３番、４番の合計面積３，１８４㎡及び阿葉谷２２６３番１、地目、原野、
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面積５３１㎡、４筆の合計面積３，７１５㎡は、一つの発電所として建設す
るもので、申請者の話では、四国電力が、この地域の発電受給量に空き
が生じたということで、電力受給契約の締結が可能となったため、計画変
更の上、太陽光発電施設建設のための転用申請に至ったということでご
ざいます。
計画概要は、太陽光パネル７９０枚、パワコン５台、発電出力２４９．５

㎾程度の太陽光発電施設を設け、発生した電力を四国電力へ売電する
計画です。事業費は自己資金５，０００万円を予定しています。
土地の造成については、現場流用土で切り土、盛り土を行い整地し、

砕石を１０ｃｍ程度敷き仕上げます。民民境界には、既設擁壁及び新設
土羽止めを設置するため、土砂等の流出はありません。
また、周囲に１．２ｍ高程度のフェンスを境界から５０ｃｍ以上離して設

置する計画です。
排水については、雨水のみで、地下浸透と新設排水路に流入させる計

画であり、周辺農地への影響は現状と変わらないものと思われます。
その他関係書類は添付されており、当該申請につきましては、許可や

むを得ないと思われます。ご審議の程よろしくお願い致します。

議 長 ただ今の説明に関連して、４番、原田委員の方から、現地調査の結果
ならびに補足説明をお願いします。

４番 ４番、原田でございます。事務局から説明があったとおりでございます
が、補足説明をさせていただきます。所有者については、申請地の管理
に困っていたということでした。この度太陽光に話がありまとまったという
ことでございます。周辺地域全体が太陽光施設に転用されており、周辺
に農地は現在はございませんので、何も問題はないと思います。ご審議
の程よろしくお願い致します。

議 長 ただ今、事務局並びに担当委員より補足説明がございました、議第２８
号３番の、売買による太陽光発電施設建設、４番の、賃貸借権の設定に
よる太陽光発電施設建設及び議第２９号１番の、事業計画変更のための
転用申請につきまして、委員の皆さん、ご質問、ご意見ございませんか。

（質疑なしとの声）

議 長 質疑がないようでございますので、それでは採決を致します。議第２８
号３番及び４番、議第２９号１番について、許可することに、ご異議ござい
ませんか。

（異議なしとの声）

議 長 異議なしということでございますので、議第２８号３番及び４番、議第２９
号１番につきましては許可することに決定いたしました。

議 長 続きまして５番の、使用貸借権の設定による居宅新築のための転用申
請でございます。事務局の説明を求めます。
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事務局 ５番でございます。位置図については、資料６です。
申請地の所在は、鴨島町西麻植字江川８５番３、地目は、台帳、現況、

共に田、面積は４４３㎡でございます。農用地区分は、農用地区域外農地
の、第２種農地でございます。
計画概要は、譲受人は現在徳島市のアパートで生活していますが、妻

の親も高齢になり、生活補助も必要になってきたため、妻の実家の隣地
である申請地に居宅を新築する計画のようです。申請地には、木造平屋
建て住宅、延べ床面積１３３．７６㎡を建設する計画で、事業費は借入金
４，７００万円を予定しています。
土地の造成については、表土を１０ｃｍ程度すき取り、山土で３５ｃｍ程

度盛土を行い、砕石を敷き仕上げる予定です。給排水については、市上
下水道を使用します。民民境界については、既設擁壁及びＬ型擁壁を新
設するので、土砂等の流出はありません。
雨水排水等については、地下浸透と道路側溝へ自然流下させる計画

であり、周辺農地への影響は現状と変わらないものと思われます。
その他関係書類は添付されており、当該申請につきましては、許可や

むを得ないと思われます。ご審議の程よろしくお願い致します。

議 長 ただ今の説明に関連して、１１番、江本委員の方から、現地調査の結
果ならびに補足説明をお願いします。

１１番 １１番、江本でございます。事務局から説明があったとおりでございま
すが、補足説明をさせていただきます。親元の近くで生活したいとのこと
で、本申請になったようでございます。周辺は大分宅地化がされておりま
して、本申請地は東西に長い長方形の土地でございます。よい農地では
ございますが、致し方ないということでございますので、ご審議の程よろし
くお願い致します。

議 長 ただ今、事務局並びに担当委員より補足説明がございました、議第２８
号５番の、使用貸借権の設定による居宅新築のための転用申請につき
まして、委員の皆さん、ご質問、ご意見ございませんか。

（質疑なしとの声）

議 長 質疑がないようでございますので、それでは採決を致します。議第２８
号５番について許可することに、ご異議ございませんか。

（異議なしとの声）

議 長 異議なしということでございますので、議第２８号５番につきましては許
可することに決定いたしました。

議 長 続きまして６番、７番については一括審議致します。６番の、贈与による
倉庫敷地、駐車場、庭園のための転用申請、７番の、売買による太陽光
発電施設建設のための転用申請でございます。なお、７番につきまして
は、大規模なため、徳島県農業会議への諮問案件でございます。事務局
の説明を求めます。
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事務局 ６番でございます。位置図については、資料７です。
申請地の所在は、川島町川島字前田４９０番１、地目は、台帳、現況共

に田、面積は２６９㎡でございます。農用地区分は、農用地区域外農地
の、第３種農地でございます。
計画概要は、譲渡人は、徳島市で生活しており、樹園地である申請地

の管理が十分にできません。耕作放棄地状態になっている申請地を、隣
地所有者である譲受人へ贈与することで話がまとまったようでございま
す。
土地の造成については、整地のみで仕上げます。民民境界には、既設

擁壁があるため、土砂等の流出はありません。
排水については、雨水のみで、地下浸透と道路側溝へ自然流下させる

計画であり、周辺農地への影響は現状と変わらないものと思われます。
その他関係書類は添付されており、当該申請につきましては、許可や

むを得ないと思われます。
４頁をご覧ください。７番でございます。４筆ございます。
位置図については、資料８です。
申請地の所在は、川島町桑村字三軒屋２３８３番１、地目は、台帳、現

況共に田又は畑、４筆の合計面積は４，２６５㎡でございます。農用地区
分は、令和４年１月１９日に農振除外された、第２種農地でございます。
計画概要は、太陽光パネル１，１０３枚、パワコン９台、発電出力４４９．

０㎾程度の太陽光発電施設を設け、発生した電力を四国電力へ売電す
る計画です。事業費は借入金５，２４０万円を予定しています。
土地の造成については、整地のみで防草シートを敷き仕上げます。民

民境界には、既設擁壁及び土羽止めがあるため、土砂等の流出はありま
せん。
また、周囲に１．２ｍ高程度のフェンスを境界から５０ｃｍ以上離して設

置する計画です。
排水については、雨水のみで、地下浸透させる計画であり、周辺農地

への影響は現状と変わらないものと思われます。
その他関係書類は添付されており、当該申請につきましては、許可や

むを得ないと思われます。ご審議の程よろしくお願い致します。

議 長 ただ今の説明に関連して、１番、松本委員の方から、現地調査の結果
ならびに補足説明をお願いします。

１番 １番、松本でございます。事務局から説明があったとおりでございます
が、補足説明をさせていただきます。６番については、所有者が市外に住
んでおり管理が出来ないということで、この度の申請になりました。境界も
区画されており問題はないと思います。７番でございます。譲渡人の方々
は、高齢で後継者もおらず、今後も耕作する予定はなく耕作放棄地にな
る可能性があるため、地元の太陽光の会社に売却することになりました。
近隣に太陽光施設もございますので問題はないと思います。ご審議の程
よろしくお願い致します。

議 長 ただ今、事務局並びに担当委員より補足説明がございました、議第２８
号６番の、贈与による倉庫敷地、駐車場、庭園のための転用申請、７番
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の、売買による太陽光発電施設建設のための転用申請につきまして、委
員の皆さん、ご質問、ご意見ございませんか。

（質疑なしとの声）

議 長 質疑がないようでございますので、それでは採決を致します。議第２８
号６番、７番について許可することに、ご異議ございませんか。

（異議なしとの声）

議 長 異議なしということでございますので、議第２８号６番、７番につきまして
は許可することに決定いたしました。なお、７番につきましては、徳島県農
業会議へ諮問致します。

議 長 続きまして８番の、売買による太陽光発電施設建設のための転用申請
でございます。事務局の説明を求めます。

事務局 ８番でございます。位置図については、資料９です。
申請地の所在は、山川町奥川田９２番１、地目は、台帳、現況、共に

田、面積は１，３８６㎡でございます。農用地区分は、農用地区域外農地
の、第２種農地でございます。
計画概要は、太陽光パネル１６８枚、パワコン９台、発電出力４９．５㎾

程度の太陽光発電施設を設け、発生した電力を(株)エコスタイルへ売電
する計画です。事業費は自己資金１，０５０万円を予定しています。
土地の造成については、整地のみで仕上げます。民民境界には、既設

擁壁及び土羽止めがあるため、土砂等の流出はありません。
また、周囲に１．２ｍ高程度のフェンスを境界から５０ｃｍ程度離して設

置する計画です。
排水については、雨水のみで、地下浸透させる計画であり、周辺農地

への影響は現状と変わらないものと思われます。
その他関係書類は添付されており、当該申請につきましては、許可や

むを得ないと思われます。ご審議の程よろしくお願い致します。

議 長 ただ今の説明に関連して、１２番、真椙委員の方から、現地調査の結
果ならびに補足説明をお願いします。

１２番 １２番、真椙でございます。事務局から説明があったとおりでございま
す。特に問題はないと思います。ご審議の程よろしくお願い致します。

議 長 ただ今、事務局並びに担当委員より補足説明がございました、議第２８
号８番の、売買による太陽光発電施設建設のための転用申請につきまし
て、委員の皆さん、ご質問、ご意見ございませんか。

（質疑なしとの声）

議 長 質疑がないようでございますので、それでは採決を致します。議第２８
号８番について許可することに、ご異議ございませんか。
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（異議なしとの声）

議 長 異議なしということでございますので、議第２８号８番につきましては許
可することに決定いたしました。

議 長 次に、議第２９号事業計画変更についてでございますが、既に審議は
終了しております。

議 長 次に、報告事項（１）農地法第３条第１項の規定による許可の取下げ願
いについて（２）農地法第５条第１項の規定による許可の取下げ願いにつ
いて（３）農地の転用事実に関する照会について、報告事項（４）農地法第
１８条第６項の規定による通知について、事務局より報告を求めます。

事務局 ○報告事項（１）農地法第３条第１項の規定による許可の取下げ願い
について、をご報告致します。

議案書の６頁をご覧ください。１番でございます。２筆ございます。
位置図については、資料１０です。
取下げ地の所在は、鴨島町敷地字正延１１４８番１，１１５２番１、地目は、台

帳、現況共に田、２筆の合計面積は２，８８９㎡でございます。本件は、令和４年
７月７日付け農地法第３条の規定による許可申請取下げ願い、取下げ理由、
契約の解除により許可申請を取下げたものでございます。令和４年７月８日
に、取下げ受理通知書を２者に送付致しました。

○報告事項（２）農地法第５条第１項の規定による許可の取下げ願い
について、をご報告致します。

議案書の７頁をご覧ください。１番でございます。３筆ございます。
位置図については、資料１１です。
取下げ地の所在は、山川町町３９０番１ 他２筆、地目は、台帳、現況共に

田、３筆の合計面積は１，９６４㎡でございます。本件は、令和４年６月２９日付
け農地法第５条の規定による許可申請取下げ願い、取下げ理由、転用計画の
廃止により許可申請を取下げたものでございます。令和４年７月１日に、取下
げ受理通知書を２者に送付致しました。

○報告事項（３）農地の転用事実に関する照会について、ご報告致しま
す。

この件につきましては、土地の所有者等が法務局に対して地目変更登
記を申請し、その処理のため、登記官より農業委員会へ照会文書を発送
するもので、照会を受けた日から２週間以内に回答するものでございま
す。
議案書の８頁をご覧ください。
１番です。位置図については、資料１２です。
照会地の所在は、鴨島町山路字常玄１０９９番１、地目は、台帳、現況

共に田、照会地目、原野、面積は５１３㎡で、令和４年６月１５日付けで回
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答致したものでございます。
２番です。位置図については、資料１３です。
照会地の所在は、鴨島町上浦字馬場南７９４番１、地目は、台帳、現況

共に田、照会地目、雑種地、面積は８３㎡で、令和４年６月２０日付けで回
答致したものでございます。
３番です。位置図については、資料１４です。
照会地の所在は、山川町平山５８番１、地目は、台帳、現況共に畑、照

会地目、山林、面積は２，４２３㎡で、令和４年６月２２日付けで回答致し
たものでございます。

○報告事項（４）農地法第１８条第６項の規定による通知について、ご
報告致します。

議案書の９頁をご覧ください。
今回ご報告致します件数は、２件２筆でございます。
内訳と致しまして、残存小作権設定の賃貸借権の合意解約が１件１

筆、利用権設定の使用貸借権の合意解約が１件１筆、でございます。
以上でございます。

議 長 報告事項（１）から（４）につきましては、報告事項ですので、了承いたし
ます。

最後に、その他について、事務局の報告を求めます。

事務局 その他について説明。
農地パトロールへの協力依頼と、活動記録への記載（森本）
活動記録の提出依頼（原田）

以上です。

議 長 それでは、本定例会の議案の審議については、全てが終了しました。
委員皆様のご協力を持ちまして、スムーズに議事進行が出来ましたこ

とを感謝申し上げます。

以上をもちまして本定例会を閉会といたします。

閉 会 （終了時刻 午後２時２０分）
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以上、会議の顛末を記載し相違ないことを証明するために、署名する。

令和４年 月 日

議 長

議事録署名者

議事録署名者

議事録調整書記


